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８ 法務 

(1) 司法制度改革の推進 

ア 法曹人口の大幅増員【平成14年度より一部実施】 

司法試験合格者数を、年間3,000人とするため、平成16年にはその達成を目

指すべきとされている1,500人程度への増員以降、法科大学院を含む新たな法曹

養成制度の整備の状況等を見定めながら、平成22年頃にその達成を目指すべき

とされている3,000人程度への増員に向けて計画的かつ早期の実施を図る。 

イ 隣接法律専門職種の活用等【平成13年度中に措置】 

隣接法律専門職種のうち、司法書士（簡易裁判所での訴訟代理権）及び弁理

士（特許権等の侵害訴訟での代理権）については、早急に所要の権限を付与す

るための措置を講ずる。 

ウ 司法試験合格後の民間実務経験者等への法曹資格の付与【平成14年度中に措

置】 

企業法務等の位置付けについても検討を行い、少なくとも、司法試験合格後

に民間等における一定の実務経験を経た者について法曹資格の付与を行うため

の具体的条件を含めた制度整備を行う。 

エ 弁護士法第72条の見直し【遅くとも平成15年度中に措置】 

弁護士法第72条について、少なくとも、規制対象となる範囲・態様に関する

予測可能性を確保するため、隣接法律専門職種の業務内容や会社形態の多様化

などの変化に対応する見地からの企業法務等との関係も含め、その規制内容を

何らかの形で明確化する。 

 

(2) 会社更生法の改正【平成14年度中に措置】 

会社更生法に関して、更生手続開始の条件の緩和や債権確定手続の迅速化のた

めの見直し等も含めて総合的な検討を行い、会社更生手続が、企業の迅速かつ円

滑な事業再建を可能とする透明性の高い手続となるよう会社更生法を改正する。 

 

(3) 私法上の事業組織形態の検討【平成14年度中に措置】 

合理的かつ健全な私法上の事業組織形態の在り方について、私法上の問題点の

整理と検討を開始するとともに、併せて税法上の取扱いも検討する。 


